
な
ぜ
今
事
業
再
編
な
の
か

　今
日
、日
系
企
業
の
タ
イ
事
業
は
過
渡

期
に
あ
り
、新
た
な
方
向
性
を
模
索
し
て

い
る
。こ
の
仮
説
を
検
証
す
る
に
あ
た
り
、

ま
ず
は
日
系
企
業
を
取
り
巻
く
タ
イ
の
経

営
環
境
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
。事
例
と
し

て
自
動
車
部
品
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
焦
点
を

当
て
て
み
る（
図
表
1
）。

　従
来
、日
系
自
動
車
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
は
安

定
成
長
す
る
タ
イ
の
市
場
や
、強
固
な
系

列
な
ど
の
取
引
基
盤
に
支
え
ら
れ
、順
調

に
事
業
を
拡
大
し
て
き
た
。

　弊
社
調
査
に
よ
る
と
、タ
イ
に
お
け
る
日

系
部
品
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
約
３
６
０
社
の
営

業
利
益
率
は
平
均
で
8・0
％
に
達
し（
過

去
5
年
）、グ
ロ
ー
バ
ル
で
見
て
も
収
益
性
の

高
い
市
場
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
き

た
。　一

方
で
今
後
、楽
観
を
許
さ
な
い
要
素

も
あ
る
。

　ま
ず
日
系
企
業
共
通
の
課
題
と
し
て
、

タ
イ
が「
中
進
国
の
罠
」と
言
わ
れ
る
マ

ク
ロ
環
境
の
変
化
に
直
面
す
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。高
齢
化
と
少
子
化
の
急
速

な
進
行
が
進
む
タ
イ
で
は
、２
０
３
０
年

前
後
に
人
口
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
、そ
の
後

は
緩
や
か
に
減
少
の
一
途
を
辿
る
と
推
定

タイ事業再編

さ
れ
て
い
る
。

　自
動
車
市
場（
新
車
）に
つ
い
て
も
、販
売

台
数
は
12
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
足
元
で
は

横
ば
い
の
状
態
が
続
い
て
お
り
、今
後
も
内

需
の
押
し
上
げ
要
因
は
見
込
み
に
く
い
。

　ま
た
、タ
イ
の
労
働
コ
ス
ト
は
日
系
製
造

業
で
年
平
均
３
〜
５
%
程
度
の
上
昇
が
続

い
て
お
り
、す
で
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
内
で
ト
ッ

プ
レ
ベ
ル
の
水
準
に
達
し
て
い
る
。人
件
費

以
外
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョン
コ
ス
ト
も
、コ
ロ
ナ
禍

以
降
も
高
止
ま
り
し
て
お
り
、従
来
の
延

長
線
上
で
の
経
営
は
難
し
い
。

競
争
環
境
の
変
化

　次
に
、業
界
固
有
の
課
題
と
し
て
、顧
客

で
あ
る
完
成
車
メ
ー
カ
ー
側
で
進
む
、聖
域

の
な
い
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　系
列
に
捉
わ
れ
な
い
取
引
関
係
の
構
築

や
、系
列
再
編
の
動
き
も
活
発
化
し
つ
つ
あ

り
、サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
と
っ
て
は
従
来
の
収

益
性
維
持
に
懸
念
が
生
じ
て
い
る
。

　例
え
ば
、19
年
よ
り
ト
ヨ
タ
自
動
車
が

進
め
て
い
る
コ
ス
ト
低
減
の
施
策
は
、最
量

販
タ
イ
プ
の
エ
ン
ジ
ン
に
つ
い
て
、原
価
を

30
％
低
減
さ
せ
る
意
欲
的
な
取
り
組
み
で

あ
る
。

　こ
れ
は
価
格
面
に
お
い
て
脅
威
と
な
り
つ

つ
あ
る
中
国
メ
ー
カ
ー
へ
の
対
策
を
明
確
に

打
ち
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、今
後
グ

ロ
ー
バ
ル
な
取
り
組
み
に
拡
大
す
る
可
能

性
が
あ
る
。

　さ
ら
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
の
が
、新
規

参
入
に
よ
る
競
争
の
激
化
で
あ
る
。

　中
国
自
動
車
大
手
の
長
城
汽
車
は
、米

Ｇ
Ｍ
の
タ
イ
撤
退
に
伴
い
、同
社
ラ
ヨ
ー
ン
工

場
を
20
年
に
買
収
し
た
。長
城
汽
車
の
本

格
的
な
量
産
工
場
は
ロ
シ
ア
に
次
ぐ
2
拠

点
目
で
、タ
イ
国
内
販
売
と
あ
わ
せ
、東
南

ア
ジ
ア
全
域
へ
の
輸
出
を
想
定
し
て
い
る
。

　す
で
に
今
年（
21
年
）年
初
に
２
モ
デ
ル
の

新
規
車
種
投
入
を
進
め
、バ
ン
コ
ク
国
際
モ
ー

タ
ー
シ
ョ
ー
で
も
電
動
車
の
投
入
を
Ｐ
Ｒ
す

る
な
ど
、活
発
な
動
き
を
見
せ
て
い
る
。

　中
国
ブ
ラ
ン
ド
の
短
期
的
な
日
系
シ
ェ
ア

へ
の
影
響
は
軽
微
と
見
ら
れ
る
が
、今
後
、

傘
下
の
主
要
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
タ
イ
進
出

に
よ
り
基
幹
部
品
の
生
産
が
進
め
ば
、日
系

サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
と
っ
て
は
脅
威
と
な
る
。

日
系
製
造
業
が
推
進
す
る
取
組

　こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、日
系
製
造
業

が
推
進
す
る
の
は「
売
上
拡
大
」「
収
益
性

改
善
」「
事
業
再
編
」の
3
点
の
取
り
組
み

で
あ
る
。

　１
点
目
の「
売
上
拡
大
」に
つ
い
て
は
、こ

れ
ま
で
手
掛
け
て
こ
な
か
っ
た
潜
在
顧
客
へ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
強
化
と
、自
社
製
品
の
付
加

価
値
の
向
上
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　自
動
車
部
品
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
で
言
え
ば
、

自
社
系
列
以
外
の
日
系
完
成
車
メ
ー
カ
ー

や
、欧
米
系
メ
ー
カ
ー
へ
の
コ
ン
タ
ク
ト
強
化

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　発
注
に
関
す
る
顧
客
側
の
決
定
権
は
、

依
然
と
し
て
本
社
サ
イ
ド
に
置
か
れ
て
い
る

ケ
ー
ス
が
多
い
。ゆ
え
に
、本
社
と
タ
イ
の
双

方
に
お
け
る
働
き
か
け
が
必
須
と
な
り
、

難
易
度
の
高
い
取
り
組
み
と
言
え
よ
う
。

　ま
た
、労
働
集
約
的
な
製
品
か
ら
、よ
り

先
進
的・高
付
加
価
値
の
商
品
へ
の
シ
フ
ト

を
進
め
、単
価
ア
ッ
プ
を
図
る
ケ
ー
ス
も
見

ら
れ
る
。

　例
え
ば
、近
年
の「
ク
ル
マ
の
電
動
化
」に

呼
応
し
て
、電
子
部
品
を
実
装
し
た
製
品

や
、モ
ジ
ュ
ー
ル
化
へ
の
対
応
で
自
社
の
周
辺

部
品
の
取
り
扱
い
強
化
を
進
め
て
、新
た
な

納
入
を
図
る
動
き
も
あ
る
。

　加
え
て
、異
業
種
へ
の
参
入
の
動
き
も
見

落
と
せ
な
い
。ヘ
ル
ス
ケ
ア
、電
気
電
子
な

ど
、自
動
車
分
野
に
お
け
る
品
質
や
技
術
、

実
績
を
活
か
し
て
、周
辺
分
野
へ
の
展
開
を

模
索
す
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
き
て
い
る
。

　こ
う
し
た
動
き
に
お
い
て
は
、販
路
構

築
や
技
術
供
与
先
の
確
保
の
た
め
、先
行

す
る
競
合
他
社
と
の
合
弁
や
協
業
、事
業

買
収
な
ど
も
現
実
的
か
つ
有
効
な
選
択

肢
と
な
る
。

　２
点
目
の「
収
益
性
改
善
」に
つ
い
て
は
、

ロ
ー
カ
ル
ベ
ン
ダ
ー
の
開
拓
に
よ
る
部
材
調

達
費
見
直
し
や
、自
動
化
・デ
ジ
タ
ル
化
な

ど
に
よ
る
コ
ス
ト
削
減
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　ロ
ー
カ
ル
ベ
ン
ダ
ー
開
拓
に
つ
い
て
は
、日

系
各
社
と
も
す
で
に一
定
程
度
進
ん
で
い
る

も
の
の
、21
年
11
月
に
発
効
し
た
包
括
的

経
済
連
携（
Ｒ
Ｃ
Ｅ
Ｐ
）な
ど
を
契
機
と
し

て
、中
国
か
ら
の
低
価
格
製
品
の
調
達
が
さ

ら
に
進
む
可
能
性
も
あ
る
。

　自
動
化
に
つ
い
て
も
、従
来
は
製
造
ラ
イ

ン
を
中
心
と
し
て
い
た
も
の
が
、近
年
は
運

送
や
保
管
な
ど
の
周
辺
業
務
に
も
及
び
つつ

あ
り
、オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
全
体
の
最
適
化
を

進
め
る
動
き
が
見
ら
れ
る
。

　ま
た
、コ
ロ
ナ
禍
を
背
景
に
電
子
入
札
・

調
達
の
導
入
や
、ペ
ー
パ
ー
依
存
度
が
高
い

業
務
の
見
直
し
な
ど
、非
接
触
や
Ｄ
Ｘ（
デ

ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）化
も

進
展
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

重
要
性
高
ま
る「
事
業
再
編
」

　タ
イ
の
日
系
製
造
業
に
お
け
る
経
営
課

題
へ
の
取
り
組
み
は
、従
来
は
こ
こ
ま
で
述

べ
て
き
た
よ
う
な「
売
上
拡
大
」と「
収
益

性
改
善
」を
大
き
な
２
つ
の
柱
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。資
本
や
事
業
の
移
転
・
移
管
を

と
も
な
う「
事
業
再
編
」は
、現
地
の
主
要

株
主
な
ど
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
利
害
調

整
を
伴
う
た
め
、手
を
付
け
に
く
い
、長
年

の
経
営
課
題
で
も
あ
っ
た
。

　し
か
し
、コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
、収
益
性
が

相
対
的
に
高
い
A
S
E
A
N
事
業
に
対
す

る
日
本
本
社
か
ら
の
期
待
は
さ
ら
に
高
ま
っ

て
い
る
。こ
の
期
待
に
応
え
、抜
本
的
な
経

営
改
革
を
進
め
る
た
め
に
は
、事
業
再
編

は
従
来
以
上
に
避
け
て
通
れ
な
い
課
題
と

な
っ
て
い
る
。

　事
業
再
編
の
中
で
も
、本
稿
で
は
特
に

近
年
注
目
を
集
め
て
い
る「
統
括
機
能
強

化
」「
資
本
再
編
」「
グ
ル
ー
プ
再
編
」に
着

目
し
た
い（
図
表
２
）。

　例
え
ば
自
動
車
業
界
に
お
い
て
は
、完
成

車
メ
ー
カ
ー
、部
品
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
も
に
、

タ
イ
拠
点
に
統
括
機
能
を
有
し
て
い
る
企

業
も
多
い
。こ
れ
ら
の
強
化
や
見
直
し
を
進

め
る
こ
と
で
、オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
高
付
加
価

値
化
を
目
指
す
事
例
が
多
い
が
、以
下
で

は
個
別
の
業
界
問
わ
ず
、一
般
的
な
事
業
再

編
の
概
要
お
よ
び
事
例
紹
介
を
し
て
い
く
。

タイのマクロ環境
・ 2030年前後に人口のピークを迎え、自動車市場の根本的な押し上げ要因は見込みにくい
・ 人件費を主にASEAN域内でトップレベルにある高水準のオペレーションコスト

事例：日系企業の経営課題（自動車部品サプライヤーの経営環境）図表１

・ ローカルサプライヤーの開拓
やグローバルレベルの調達網
の活用などにより完成車メー
カー主導のコストダウンが今後
一層進展していく可能性が高い

・ タイにおいても中国系メーカー
の参入が活発化

・ 日系ブランドに対して安価な価
格設定やアグレッシブなマーケ
ティングコストの投入などにより
市場内での存在感を増している

顧客のコスト
ダウンへの
取り組み

新興国勢
の台頭

業界環境 経営課題と対応の方向性
・自社系列以外への拡販推進
・先端技術・高付加価値品の導入
・他業界への参入検討を含めた
新たな収益源の確保

売
上
拡
大

販路拡大
単価上昇

・ローカルベンダー開拓などの各
種コストダウン

・自動化による現場改善の推進
など

収
益
性
改
善

原価低減・
自動化

事
業
再
編

組織
最適化・
再編

（出所） 各種情報をもとにMURC作成

・統括機能強化
・資本再編
・グループ再編

第１部 ： 日系企業による事業再編の動き

第
１
部

日
系
企
業
に
よ
る
事
業
再
編
の
動
き

タイ事業再編
企業価値を高める

近年、 「中進国の罠」に直面しているタイ経済。国内では少子高齢化の進行や市場の成熟、地場
企業の台頭や中国企業などの参入による競争の激化。外に目を向ければベトナムなど周辺国の
追い上げも進む。さらに追い打ちをかけるコロナ禍の景気悪化。これらに伴い日系企業のビジネ
スの在り方も変化しつつある。今回は日系企業の経営課題、事業再編の動向についてMUFGグ
ループのアユタヤ銀行（クルンシィ）、三菱UFJリサーチ＆コンサルティングより解説する。

日系自動車メーカーでアジア・中国の事業企画を担当。
2007年に当社入社。大企業向けの欧米、中国、アセア
ン市場での事業戦略構築案件を中心に活動。18年2月
より現職。バンコクを拠点に東南アジアへの日系企業の
進出戦略構築、実行支援、進出後企業の事業改善等
のテーマに取り組む。

池上 一希 Managing Director
東京大学大学院修了、タマサート大学（タイ）交換留学。大
学院修了後ジェトロに入社し、主に海外調査部にてタイを中
心に東南アジアを担当。チュラロンコン大学（タイ）客員研究
員、メガバンクを経て、KPMGコンサルティング（株）、（株）日
立コンサルティングにて海外子会社管理などのプロジェクト
にマネージャーとして多数従事。

戦略コンサルティングビジネスユニット
グローバルコンサルティング部

タイ現地法人
MU Reseach and Consulting (Thailand) Co., Ltd.

吉田 崇 Manager

三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング㈱

監修：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱
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な
ぜ
今
事
業
再
編
な
の
か

　今
日
、日
系
企
業
の
タ
イ
事
業
は
過
渡

期
に
あ
り
、新
た
な
方
向
性
を
模
索
し
て

い
る
。こ
の
仮
説
を
検
証
す
る
に
あ
た
り
、

ま
ず
は
日
系
企
業
を
取
り
巻
く
タ
イ
の
経

営
環
境
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
。事
例
と
し

て
自
動
車
部
品
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
焦
点
を

当
て
て
み
る（
図
表
1
）。

　従
来
、日
系
自
動
車
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
は
安

定
成
長
す
る
タ
イ
の
市
場
や
、強
固
な
系

列
な
ど
の
取
引
基
盤
に
支
え
ら
れ
、順
調

に
事
業
を
拡
大
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き
た
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　弊
社
調
査
に
よ
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と
、タ
イ
に
お
け
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日
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部
品
サ
プ
ラ
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ヤ
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約
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６
０
社
の
営

業
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率
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平
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％
に
達
し（
過

去
5
年
）、グ
ロ
ー
バ
ル
で
見
て
も
収
益
性
の

高
い
市
場
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
き

た
。　一

方
で
今
後
、楽
観
を
許
さ
な
い
要
素

も
あ
る
。
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ず
日
系
企
業
共
通
の
課
題
と
し
て
、

タ
イ
が「
中
進
国
の
罠
」と
言
わ
れ
る
マ

ク
ロ
環
境
の
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化
に
直
面
す
る
こ
と
が
挙

げ
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れ
る
。高
齢
化
と
少
子
化
の
急
速

な
進
行
が
進
む
タ
イ
で
は
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０
３
０
年

前
後
に
人
口
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
、そ
の
後

は
緩
や
か
に
減
少
の
一
途
を
辿
る
と
推
定

さ
れ
て
い
る
。

　自
動
車
市
場（
新
車
）に
つ
い
て
も
、販
売

台
数
は
12
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
足
元
で
は

横
ば
い
の
状
態
が
続
い
て
お
り
、今
後
も
内

需
の
押
し
上
げ
要
因
は
見
込
み
に
く
い
。

　ま
た
、タ
イ
の
労
働
コ
ス
ト
は
日
系
製
造

業
で
年
平
均
３
〜
５
%
程
度
の
上
昇
が
続

い
て
お
り
、す
で
に
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Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
内
で
ト
ッ

プ
レ
ベ
ル
の
水
準
に
達
し
て
い
る
。人
件
費

以
外
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョン
コ
ス
ト
も
、コ
ロ
ナ
禍

以
降
も
高
止
ま
り
し
て
お
り
、従
来
の
延

長
線
上
で
の
経
営
は
難
し
い
。

競
争
環
境
の
変
化

　次
に
、業
界
固
有
の
課
題
と
し
て
、顧
客

で
あ
る
完
成
車
メ
ー
カ
ー
側
で
進
む
、聖
域

の
な
い
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　系
列
に
捉
わ
れ
な
い
取
引
関
係
の
構
築

や
、系
列
再
編
の
動
き
も
活
発
化
し
つ
つ
あ

り
、サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
と
っ
て
は
従
来
の
収

益
性
維
持
に
懸
念
が
生
じ
て
い
る
。

　例
え
ば
、19
年
よ
り
ト
ヨ
タ
自
動
車
が

進
め
て
い
る
コ
ス
ト
低
減
の
施
策
は
、最
量

販
タ
イ
プ
の
エ
ン
ジ
ン
に
つ
い
て
、原
価
を

30
％
低
減
さ
せ
る
意
欲
的
な
取
り
組
み
で

あ
る
。

　こ
れ
は
価
格
面
に
お
い
て
脅
威
と
な
り
つ

つ
あ
る
中
国
メ
ー
カ
ー
へ
の
対
策
を
明
確
に

打
ち
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、今
後
グ

ロ
ー
バ
ル
な
取
り
組
み
に
拡
大
す
る
可
能

性
が
あ
る
。

　さ
ら
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
の
が
、新
規

参
入
に
よ
る
競
争
の
激
化
で
あ
る
。

　中
国
自
動
車
大
手
の
長
城
汽
車
は
、米

Ｇ
Ｍ
の
タ
イ
撤
退
に
伴
い
、同
社
ラ
ヨ
ー
ン
工

場
を
20
年
に
買
収
し
た
。長
城
汽
車
の
本

格
的
な
量
産
工
場
は
ロ
シ
ア
に
次
ぐ
2
拠

点
目
で
、タ
イ
国
内
販
売
と
あ
わ
せ
、東
南

ア
ジ
ア
全
域
へ
の
輸
出
を
想
定
し
て
い
る
。

　す
で
に
今
年（
21
年
）年
初
に
２
モ
デ
ル
の

新
規
車
種
投
入
を
進
め
、バ
ン
コ
ク
国
際
モ
ー

タ
ー
シ
ョ
ー
で
も
電
動
車
の
投
入
を
Ｐ
Ｒ
す

る
な
ど
、活
発
な
動
き
を
見
せ
て
い
る
。

　中
国
ブ
ラ
ン
ド
の
短
期
的
な
日
系
シ
ェ
ア

へ
の
影
響
は
軽
微
と
見
ら
れ
る
が
、今
後
、

傘
下
の
主
要
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
タ
イ
進
出

に
よ
り
基
幹
部
品
の
生
産
が
進
め
ば
、日
系

サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
と
っ
て
は
脅
威
と
な
る
。

日
系
製
造
業
が
推
進
す
る
取
組

　こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、日
系
製
造
業

が
推
進
す
る
の
は「
売
上
拡
大
」「
収
益
性

改
善
」「
事
業
再
編
」の
3
点
の
取
り
組
み

で
あ
る
。

　１
点
目
の「
売
上
拡
大
」に
つ
い
て
は
、こ

れ
ま
で
手
掛
け
て
こ
な
か
っ
た
潜
在
顧
客
へ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
強
化
と
、自
社
製
品
の
付
加

価
値
の
向
上
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　自
動
車
部
品
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
で
言
え
ば
、

自
社
系
列
以
外
の
日
系
完
成
車
メ
ー
カ
ー

や
、欧
米
系
メ
ー
カ
ー
へ
の
コ
ン
タ
ク
ト
強
化

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　発
注
に
関
す
る
顧
客
側
の
決
定
権
は
、

依
然
と
し
て
本
社
サ
イ
ド
に
置
か
れ
て
い
る

ケ
ー
ス
が
多
い
。ゆ
え
に
、本
社
と
タ
イ
の
双

方
に
お
け
る
働
き
か
け
が
必
須
と
な
り
、

難
易
度
の
高
い
取
り
組
み
と
言
え
よ
う
。

　ま
た
、労
働
集
約
的
な
製
品
か
ら
、よ
り

先
進
的・高
付
加
価
値
の
商
品
へ
の
シ
フ
ト

を
進
め
、単
価
ア
ッ
プ
を
図
る
ケ
ー
ス
も
見

ら
れ
る
。

　例
え
ば
、近
年
の「
ク
ル
マ
の
電
動
化
」に

呼
応
し
て
、電
子
部
品
を
実
装
し
た
製
品

や
、モ
ジ
ュ
ー
ル
化
へ
の
対
応
で
自
社
の
周
辺

部
品
の
取
り
扱
い
強
化
を
進
め
て
、新
た
な

納
入
を
図
る
動
き
も
あ
る
。

　加
え
て
、異
業
種
へ
の
参
入
の
動
き
も
見

落
と
せ
な
い
。ヘ
ル
ス
ケ
ア
、電
気
電
子
な

ど
、自
動
車
分
野
に
お
け
る
品
質
や
技
術
、

実
績
を
活
か
し
て
、周
辺
分
野
へ
の
展
開
を

模
索
す
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
き
て
い
る
。

　こ
う
し
た
動
き
に
お
い
て
は
、販
路
構

築
や
技
術
供
与
先
の
確
保
の
た
め
、先
行

す
る
競
合
他
社
と
の
合
弁
や
協
業
、事
業

買
収
な
ど
も
現
実
的
か
つ
有
効
な
選
択

肢
と
な
る
。

　２
点
目
の「
収
益
性
改
善
」に
つ
い
て
は
、

ロ
ー
カ
ル
ベ
ン
ダ
ー
の
開
拓
に
よ
る
部
材
調

達
費
見
直
し
や
、自
動
化
・デ
ジ
タ
ル
化
な

ど
に
よ
る
コ
ス
ト
削
減
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　ロ
ー
カ
ル
ベ
ン
ダ
ー
開
拓
に
つ
い
て
は
、日

系
各
社
と
も
す
で
に一
定
程
度
進
ん
で
い
る

も
の
の
、21
年
11
月
に
発
効
し
た
包
括
的

経
済
連
携（
Ｒ
Ｃ
Ｅ
Ｐ
）な
ど
を
契
機
と
し

て
、中
国
か
ら
の
低
価
格
製
品
の
調
達
が
さ

ら
に
進
む
可
能
性
も
あ
る
。

　自
動
化
に
つ
い
て
も
、従
来
は
製
造
ラ
イ

ン
を
中
心
と
し
て
い
た
も
の
が
、近
年
は
運

送
や
保
管
な
ど
の
周
辺
業
務
に
も
及
び
つつ

あ
り
、オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
全
体
の
最
適
化
を

進
め
る
動
き
が
見
ら
れ
る
。

　ま
た
、コ
ロ
ナ
禍
を
背
景
に
電
子
入
札
・

調
達
の
導
入
や
、ペ
ー
パ
ー
依
存
度
が
高
い

業
務
の
見
直
し
な
ど
、非
接
触
や
Ｄ
Ｘ（
デ

ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）化
も

進
展
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

重
要
性
高
ま
る「
事
業
再
編
」

　タ
イ
の
日
系
製
造
業
に
お
け
る
経
営
課

題
へ
の
取
り
組
み
は
、従
来
は
こ
こ
ま
で
述

べ
て
き
た
よ
う
な「
売
上
拡
大
」と「
収
益

性
改
善
」を
大
き
な
２
つ
の
柱
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。資
本
や
事
業
の
移
転
・
移
管
を

と
も
な
う「
事
業
再
編
」は
、現
地
の
主
要

株
主
な
ど
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
利
害
調

整
を
伴
う
た
め
、手
を
付
け
に
く
い
、長
年

の
経
営
課
題
で
も
あ
っ
た
。

　し
か
し
、コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
、収
益
性
が

相
対
的
に
高
い
A
S
E
A
N
事
業
に
対
す

る
日
本
本
社
か
ら
の
期
待
は
さ
ら
に
高
ま
っ

て
い
る
。こ
の
期
待
に
応
え
、抜
本
的
な
経

営
改
革
を
進
め
る
た
め
に
は
、事
業
再
編

は
従
来
以
上
に
避
け
て
通
れ
な
い
課
題
と

な
っ
て
い
る
。

　事
業
再
編
の
中
で
も
、本
稿
で
は
特
に

近
年
注
目
を
集
め
て
い
る「
統
括
機
能
強

化
」「
資
本
再
編
」「
グ
ル
ー
プ
再
編
」に
着

目
し
た
い（
図
表
２
）。

　例
え
ば
自
動
車
業
界
に
お
い
て
は
、完
成

車
メ
ー
カ
ー
、部
品
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
も
に
、

タ
イ
拠
点
に
統
括
機
能
を
有
し
て
い
る
企

業
も
多
い
。こ
れ
ら
の
強
化
や
見
直
し
を
進

め
る
こ
と
で
、オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
高
付
加
価

値
化
を
目
指
す
事
例
が
多
い
が
、以
下
で

は
個
別
の
業
界
問
わ
ず
、一
般
的
な
事
業
再

編
の
概
要
お
よ
び
事
例
紹
介
を
し
て
い
く
。

タイ事業再編

　Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
地
域
統
括
機
能

を
タ
イ
子
会
社
に
置
い
て
い
る
日
系
企
業

は
多
い
。
　

　シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
統
括
拠
点
を
有
す
る

日
系
企
業
も
多
い
が
、こ
れ
と
比
較
す
る

と
、タ
イ
の
統
括
拠
点
は
製
造
業
が
中
心

で
、技
術
や
製
造
の
支
援
に
関
連
し
た
機

能
を
有
す
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　コ
ロ
ナ
禍
を
受
け
て
経
営
不
振
に
陥
る

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
各
国
の
子
会
社
が
多
い
中
、タ

イ
拠
点
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
能
と
し
て
の
位

置
付
け
が
再
評
価
さ
れ
、こ
れ
を
さ
ら
に

充
実
さ
せ
る
動
き
が
鮮
明
と
な
って
い
る
。

　全
体
的
に
は
、ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
の
た
め

の
決
裁
権
限
の
移
譲
や
、持
株
会
社
と
し

て
の
位
置
付
け
な
ど
、従
前
の
枠
組
で
は

不
十
分
で
あ
っ
た
点
を
見
直
し
、統
括
に

関
す
る
機
能
強
化
・
範
囲
拡
大
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。

　近
年
は
、タ
イ
で
の
業
績
が
好
調
な
企

業
を
中
心
と
し
て
、タ
イ
子
会
社
に
蓄
積

さ
れ
た
余
剰
資
金
の
活
用
や
、財
務
機
能

の
強
化
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
も

特
徴
で
あ
る
。

タイ拠点の位置付けの見直しも
今後、事業強化の一環の中で必要となる

ASEANに複数の会社を持つA社のケース

・ コロナ禍の影響を受けタイの機能強化を検討
・ 統括拠点としてタイ拠点が域内の管理を推進
・ 従来タイの統括機能は主に製造関連分野だったが、近年は拡充の動きあり

統
括
機
能
強
化

統
括
機
能
強
化

１

背 景
　タイに複数の製造会社を持つＡ社は、ＡＳＥＡＮ
を今後の成長市場と定めている。
　特にタイは進出の歴史が古く、子会社としての
規模も相対的に大きいことから、これまでもＡＳＥ
ＡＮ各国のグループ会社に対して、本社に代わっ
て各種の支援を行ってきた。
　今般、正式にタイ子会社をＡＳＥＡＮ統括拠点と
定めて、タイを中心にＡＳＥＡＮ市場を本格的に攻
略する方針である。

具体的な対応
　A社は外資企業のままでもグループ会社向け
の統括機能を実施できるよう、ＢＯＩ（投資委員
会）からＩＢＣ（国際ビジネスセンター）の認可を取
得した。
　また、財務の統括機能も持たせるべく、従来の
ＦＢＬ（外国人事業ライセンス）に代わって、ＴＣ（ト
レジャリーセンター）の取得を検討しており、現在
はＴＣの認可要件を満たすための準備を進めて
いる。
　なお、地域統括機能を行使するための人材確
保も必要となり、優秀な現地人材を引き付けるべ
く、社名の変更によるアピールも検討している。

CASE
STUDY

日本本社

インドネシア
拠点

ベトナム
拠点

フィリピン
拠点

ＡＳＥＡＮ 各国拠点

タイ子会社

タイ子会社をＡＳＥＡＮ統括拠点とする

IBCの認可を取得

TCの取得を検討

社名の変更を検討

統括機能を強化する項目（一例）

品質保証 営 業 サービス 監 査

画像はイメージです画像はイメージです

タイ拠点のバックアップ機能としての位置付けが再評価された結果、
統括会社としての権限・機能拡充を進める動き

・ ガバナンス強化のための決裁権限の移譲や、持株会社化
・ 従前の枠組では不十分であった統括機能の強化・カバー範囲の拡大
・ TC（トレジャリーセンター）取得などタイ子会社財務機能の強化など

想定される
実施概要

統括機能強化１

守りの資本再編：主に管理面を重視したもので、負荷軽減を狙うもの
攻めの資本再編：独資化や、新たなパートナーを模索するケースなど

・ 少数株主（個人・法人）からの株の買い戻し
・ パートナーの変更
・ 上記に伴う事業スキームの変更

想定される
実施概要

資本再編２

グループ各社の意見集約による全体最適化の図りにくさや、
経理・人事など管理機能の重複など、効率性の低下を改善

・ コスト削減を目的としたグループ会社の集約
・ 棲み分けが曖昧であった事業の整理
・ 不採算拠点の閉鎖など

想定される
実施概要

グループ再編３

タイの
地場銀行

タイ企業

タイ人個人

株主構成

日系企業日系企業日系企業日系企業

ASEAN域内のガバナンスを強化したい企業
タイ国内の余剰資金を活用したい企業

個人的に親しいタイ人個人が少数株主の企業
進出後パートナーと長らく合弁を組んできた企業

タイに複数の子会社を持ち
会社数が増えている企業

主な事業再編の取り組み図表２

第１部 ： 日系企業による事業再編の動き

画像はイメージです画像はイメージです
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タイ事業再編

　設
立
時
の
経
緯
や
、外
資
規
制
への
対
策

な
ど
か
ら
、現
地
の
資
本
を
受
け
入
れ
て
い

る
日
系
企
業
は
多
い
。

　個
人
的
に
親
し
い
タ
イ
人（
個
人
）が
株

主
に
な
って
い
る
ケ
ー
ス
や
、オ
ペ
レ
ー
シ
ョン

上
の
補
完
関
係
を
期
待
し
て
現
地
大
手
企

業
と
合
弁
を
結
ぶ
ケ
ー
ス
な
ど
、パ
タ
ー
ン

も
様
々
で
あ
る
。

　資
本
再
編
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
背

景
と
し
て
、大
き
く
2
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　１
つ
目
は
、主
に
管
理
面
を
重
視
し
た
も

の
で
、「
守
り
の
資
本
再
編
」と
言
え
る
。配

当
の
社
外
流
出
抑
制
や
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
の

ほ
か
、合
弁
相
手
か
ら
の
同
意
取
得
に
発

生
す
る
負
荷
軽
減
を
狙
う
も
の
で
あ
る
。

　コ
ロ
ナ
禍
を
受
け
て
キ
ャッ
シ
ュ
確
保
へ
の

ニ
ー
ズ
も
高
ま
っ
て
お
り
、個
人
・
法
人
を

問
わ
ず
、合
弁
相
手
も
株
式
売
却
に
応
じ

や
す
い
傾
向
に
あ
る
。

　2
つ
目
は
、「
攻
め
の
資
本
再
編
」に
あ
た

る
も
の
で
、事
業
運
営
上
の
要
請
で
あ
る
。

事
業
環
境
の
変
化
に
伴
って
、設
立
当
時
ほ

ど
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
親
和
性
が
見
込
め
ず
、

再
編
に
よ
る
独
資
化
や
、新
た
な
パ
ー
ト

ナ
ー
を
模
索
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。具
体

的
に
は
下
記
の
よ
う
な
事
例
で
あ
る
。

地場企業と合弁したB社のケース

具体的な対応
　合弁を解消。製造は独資
化し、意思決定が迅速かつ
容易となった。
　販売については切り離
し、現地顧客への強固な販
路を持つ別の地場企業を新
たな合弁相手として選定。
　同社は中堅ながら急成
長しており、一方で技術や
オペレーションノウハウを
欲していたことから、両社の
補完関係が成立している。

CASE
STUDY

資
本
再
編

2

合弁を解消し、
ノウハウを生かし独資化

合弁ならではの
多くのしがらみ・・・

背 景
　B社は自社製品の原材料を扱う地場企業との合弁
により、現地法人を設立。合弁先の資材調達ノウハウ
は優れており、円滑な工場立ち上げを果たす。
　一方で、合弁先は販路開拓、マーケティングのノウ
ハウは乏しく、販売面では苦戦。また、合弁相手は
オーナー一族からトップダウンで指示が下るのに対
して、本社との調整に時間を要するB社との経営風土
の違いも浮き彫りとなっていた。　
　長い歴史の中で合弁先も世代交代が進み、事業
への熱意が薄れつつあったこと、自社側も人材の育
成が進み、ノウハウが蓄積されたことからも、独資化
を目指して再編に着手した。

・合弁先のノウハウ不足
・両社の経営風土の違い
・合弁先の熱意の薄れ

意思決定が迅速かつ容易に

合弁パートナーとの補完関係

タイに子会社が複数あるC社のケースCASE
STUDY

具体的な対応
　様々な角度から検討を行った結果、C社は自社が設立し
た子会社ではなく、旧ローカル企業である買収した子会社
を存続させる方針を決定。
　本社にとってのコントロールのしやすさよりも、現地クラ
イアントに対するプレゼンスや、従業員の定着を優先した判
断となった。再編のスキームとしては吸収合併がもっとも望
ましいとの意見もあったものの、法改正まで待つことがタイ
ミングとして難しいとの判断から、全部事業譲渡の形式を取
ることになった。

背 景
　C社は従来、タイに自社が設立した子会社、タイで
買収した旧ローカル企業である子会社、合併した日
本企業がタイに持っていた子会社など、それぞれ出
自の異なる複数の子会社を持っていた。
　各社の事業内容には重複があり、整理の必要性が
本社から指摘されていた。しかし、クライアントとの関
係や、現地従業員の意向などから、事業や従業員の
移管は簡単ではなく、非効率な体制が長年にわたっ
て継続されていた。

管理機能などの重複

非効率な体制

事業内容の重複・機能を整理

雇用など現地の実情に即した再編

　進
出
の
歴
史
が
長
い
日
系
企
業
ほ
ど
、タ

イ
に
複
数
の
子
会
社
を
持
ち
、か
つ
子
会
社

間
の
関
係
が
複
雑
に
な
り
つつ
あ
る
。

　事
業
や
顧
客
が
同
じ
グ
ル
ー
プ
内
で
重
複

し
て
い
る
ケ
ー
ス
や
、新
規
事
業
が
立
ち
上

が
る
ご
と
に
会
社
を
設
立
し
た
結
果
、会
社

数
が
過
度
に
増
え
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。

　そ
の
結
果
、グ
ル
ー
プ
各
社
の
意
見
集
約

に
よ
る
全
体
最
適
化
の
図
り
に
く
さ
や
、経

理・人
事
な
ど
管
理
機
能
の
重
複
な
ど
、効

率
性
の
低
下
が
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　例
え
ば
輸
送
機
器
分
野
で
は
、12
年
前

後
の
自
動
車
市
場
の
ピ
ー
ク
時
に
設
備
拡

張
を
大
々
的
に
行
っ
た
こ
と
で
、余
剰
生
産

力
を
抱
え
て
い
る
日
系
企
業
が
多
い
。

　コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
稼
働
率
が
大
幅
に
低
下

す
る
中
、固
定
費
削
減
を
目
的
と
し
て
グ

ル
ー
プ
会
社
の
集
約
や
、不
採
算
拠
点
の
閉

鎖
な
ど
グ
ル
ー
プ
再
編
に
着
手
す
る
ケ
ー
ス

が
多
く
見
ら
れ
る
。

　手
続
き
面
で
は
、こ
れ
ま
で「
新
設
合
併
」

あ
る
い
は「
事
業
譲
渡
」の
２
択
で
あ
っ
た

が
、民
商
法
典
の
改
正
に
よ
り
新
た
に「
吸

収
合
併
」と
い
う
選
択
肢
が
加
わ
る
こ
と
が

予
定
さ
れ
て
お
り
、今
後
は
グ
ル
ー
プ
再
編

が
よ
り
現
実
的
な
戦
略
に
な
る
と
期
待
さ

れ
る
。

複数グループ会社の集約ニーズは足元で徐々に高まりつつある

（出所） 各種情報をもとにMURC作成

項目
外国人事業ライセンス
BOIの投資奨励・優遇措置
土地所有権
各種契約
所要期間
従業員の引継ぎ（労働法）

引継ぎ可能
BOIの事前承認が必要
引継ぎ可能
引継ぎ可能
4～5ヵ月
従業員の同意が必要
新会社は旧会社と同等以上の雇用条件の保証が必要
従業員が新会社へ移籍を望まない場合、解雇金が必要

従業員の同意が必要
譲受会社は譲渡会社と同等以上の雇用条件の保証が必要
従業員が譲受会社へ移籍を望まない場合、解雇金が必要

引継ぎ不可・再度取得が必要
BOIの事前承認が必要
変更登記が必要
契約を引継ぐ手続きが必要
3～4ヵ月

新設合併 事業譲渡

グ
ル
ー
プ
再
編

3

子会社 X 子会社 Y 子会社 Z

子会社と言えど、出自が違うので
それぞれ経営方法が異なる

１つの子会社へ事業譲渡し、
管理を簡素化させる

子会社 X 子会社 Y 子会社 Z

譲渡 譲渡

シ
ン
プ
ル
に
！

従来は日本人や日系企業を対象とした
ビジネスを手掛けてきたが、タイ市場が
成熟し、より現地需要を意識した事業展
開が必要となった。ビジネスモデル転換
にあたり、現地市場に販路を確立してい

て、かつ与信管理の
ノウハウを有する有
力な地場企業と提携
したい

1. ターゲット市場の変化
従来はタイ国内販売における販路確保
の観点から地場企業と提携していたが、
輸出比率が増大し、相対的にタイ市場の
重要性が下がり、提携の必要性が低下し
ているなど

2. 提携シナジーの変化

自社とパートナーの経営方針が合致せ
ず、意思決定に多大な調整コストを要
する

3. 意思決定上の負荷

昨今の新型コロナの影響もあり、株価交渉、株式買取が実現しやすい環境下にある

少数株主への社外流出抑制により、本社への配当還元の効率化

1. 配当還元の効率化

少数株主対策の負荷軽減（株主総会の開催や決算説明等）

2. 負荷軽減

特に個人株主の場合、相続等の問題も発生
する可能性があり、モノ言う株主になったり、
コンプライアンス等のリスクもあり

3. 経営の安定化

攻めの資本再編：事業運営面からのニーズ攻めの資本再編：事業運営面からのニーズ攻めの資本再編：事業運営面からのニーズ攻めの資本再編：事業運営面からのニーズ 守りの資本再編：管理面からのニーズ守りの資本再編：管理面からのニーズ守りの資本再編：管理面からのニーズ守りの資本再編：管理面からのニーズ

100%
子会社

製造会社

新パートナー
との合弁

販売会社

旧パートナー
との合弁

製造・販売を分離
合弁解消につき

タイ法人B社（製造・販売）

第１部 ： 日系企業による事業再編の動き
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地
域
統
括
拠
点
と
し
て
も

存
在
感
高
ま
る
タ
イ

　タ
イ
拠
点
の
事
業
再
編
を
考
え
る
際
に
、

テ
ー
マ
の一つ
と
し
て
挙
が
る
こ
と
が
多
い
の

が「
地
域
統
括
拠
点
化
」で
あ
る
。

　既
存
の
タ
イ
拠
点
の
資
本
と
事
業
を
整

理・再
編
し
、よ
り
効
率
的
な
体
制
を
目
指

す
際
に
、そ
の
効
率
化
さ
れ
た
機
能
を
タ
イ

国
内
の
グ
ル
ー
プ
会
社
、
さ
ら
に
は

A
S
E
A
N
域
内
の
グ
ル
ー
プ
会
社
に
ま
で

行
使
し
た
い
と
考
え
る
の
は
極
め
て
自
然
な

流
れ
と
言
え
る
。

　A
S
E
A
N
に
お
け
る
地
域
統
括
拠
点

の
メ
ッ
カ
は
、従
前
か
ら
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
最

有
力
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
。高
い

教
育
水
準
、有
利
な
税
制
、便
利
な
ア
ク
セ

ス
、充
実
し
た
イ
ン
フ
ラ
、高
度
な
規
制
緩

和
、透
明
な
政
府
、清
潔
で
安
全
な
都
市
機

能
な
ど
、地
域
統
括
拠
点
を
置
く
上
で
有

利
に
働
く
ポ
イ
ン
ト
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
多

い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　一方
で
、シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
置
い
た
地
域
統

括
機
能
を
、タ
イ
に
移
管
し
よ
う
と
い
う
動

き
も
目
立
って
き
た（
図
表
1
）。

　古
く
は
２
０
１
１
年
に
、日
産
自
動
車
が

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ・販
売
機
能
を
シ
ン
ガ
ポ
ー

タイ事業再編

ル
か
ら
タ
イ
に
移
管
し
て
い
る
。

　近
年
も
、例
え
ば
日
新
製
鋼（
当
時
）が

18
年
8
月
に
事
業
統
括・市
場
開
発・販
売

機
能
の
移
管
、三
菱
ケ
ミ
カ
ル
が
20
年
2
月

に
地
域
統
括
機
能
の
移
管
、神
戸
製
鋼
所

が
20
年
３
月
に
鉄
鋼
事
業
の
営
業
支
援・技

術
サ
ー
ビ
ス
機
能
の
移
管
を
、そ
れ
ぞ
れ
発

表
し
て
い
る
。

　日
清
食
品
も
従
来
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
地

域
統
括
拠
点
を
置
い
て
い
た
が
、新
た
な
地

域
統
括
拠
点
を
20
年
５
月
に
タ
イ
に
設
立

し
た
。同
年
10
月
に
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
子
会

社
が
保
有
し
て
い
た
事
業
会
社
の
株
式
全

て
を
、タ
イ
統
括
拠
点
に
現
物
出
資
す
る

と
発
表
し
て
お
り
、こ
れ
も
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

か
ら
タ
イ
への
地
域
統
括
機
能
の
移
管
で
あ

る
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

　本
稿
で
は
詳
細
を
割
愛
す
る
が
、タ
イ
で

の
地
域
統
括
拠
点
の
増
加
、及
び
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
か
ら
の
移
管
の
背
景
に
は
、従
来
か

ら
指
摘
さ
れ
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
高
コ
ス
ト

や
、タ
イ
な
ど
周
辺
国
に
お
い
て
も
教
育
水

準
や
イ
ン
フ
ラ
が
相
当
程
度
ま
で
追
い
付
い

て
き
た
こ
と
に
加
え
て
、そ
も
そ
も
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
が
A
S
E
A
N
の
地
域
統
括
拠
点

と
し
て
適
切
な
の
か
、と
い
う
根
本
的
な
問

い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（
詳
し
く
は
弊
社

レ
ポ
ー
ト
参
照
）。

　市
場
と
し
て
も
同
質
性
の
高
い
欧
州
や

米
州
と
比
べ
て
、ア
ジ
ア
は
A
S
E
A
N
域

内
に
限
って
も
多
様
性
に
富
ん
で
い
る
。

　果
た
し
て
タ
イ
に
集
積
す
る
自
動
車
産

業
の
地
域
統
括
拠
点
を
、工
場
が
ほ
と
ん
ど

な
い
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
置
い
て
良
い
の
か（
タ

イ
へ
の
統
括
機
能
移
管
の
可
能
性
）。も
し

く
は
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
よ
っ

て
は
、例
え
ば
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
大
市
場
に

期
待
さ
れ
る
食
品
や
消
費
財
の
統
括
機
能

を
、言
語
も
宗
教
も
異
な
り
市
場
の
小
さ

い
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
置
く
こ
と
が
適
切
な
の

か（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
へ
の
統
括
機
能
移
管
の

可
能
性
）。こ
の
よ
う
な
議
論
は「
地
域
統

括
拠
点
と
は
何
を
統
括
す
る
拠
点
な
の

か
」と
い
う
地
域
統
括
拠
点
の
存
在
意
義

や
機
能
設
計
と
併
せ
て
、各
社
が
今
後
検

討
す
る
べ
き
重
要
な
論
点
と
な
る
だ
ろ
う
。

　「
地
域
統
括
拠
点
」と
公
に
称
し
て
い
る

か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
、地
域
統
括
機
能

（
ま
た
は
、そ
の一
部
）を
タ
イ
拠
点
が
実
質

的
に
果
た
し
て
い
る
日
系
企
業
の
例
は
多

い
。こ
こ
で
は
資
本
構
成
の
観
点
か
ら
パ

タ
ー
ン
を
整
理
し
た
い
。

１
．タ
イ
資
本（
内
資
）企
業
に

     

よ
る
地
域
統
括
機
能

　統
括
機
能
を
有
す
る
タ
イ
拠
点
が
タ
イ

資
本
比
率
50
％
超
の
、い
わ
ゆ
る
外
国
人

事
業
法
上
の「
タ
イ
資
本（
内
資
）企
業
」

に
当
た
る
場
合
は
、基
本
的
に
外
資
規
制

に
つ
い
て
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
。た
だ
し
、

海
外
の
グ
ル
ー
プ
会
社
向
け
融
資
で
あ
れ

ば
、た
と
え
内
資
企
業
で
あ
っ
て
も
、タ
イ

中
銀
か
ら
も
許
可
を
取
得
す
る
必
要
が

あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
内
資
企
業
で
あ
る
た
め
外

資
規
制
は
適
用
さ
れ
な
く
て
も
、他
の
官

庁
に
よ
っ
て
事
業
規
制
を
受
け
る
機
能
も

あ
る
。そ
の
た
め
、統
括
拠
点
と
し
て
検
討

し
て
い
る
各
機
能
が
制
約
な
し
に
行
使
可

能
で
あ
る
か
ど
う
か
、あ
ら
か
じ
め
慎
重
に

確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　ま
た
、タ
イ
資
本
が
50
％
超
を
保
有
す

る
と
い
う
こ
と
は
、日
本
本
社
か
ら
の
直
接

の
出
資
が
50
％
未
満
に
留
ま
る
、と
い
う
こ

と
で
あ
る
。株
主
構
成
に
よ
っ
て
は
日
系
企

業
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
も
課
題
と
な
る
こ

と
に
加
え
、統
括
拠
点
か
ら
の
配
当
に
大

き
な
外
部
流
出
が
生
じ
る
た
め
、統
括
拠

点
に
将
来
蓄
積
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
利
益
の

活
用
方
法
に
つ
い
て
も
事
前
に
検
討
し
て

お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　な
お
内
資
企
業
で
あ
る
た
め
、外
資
規

制
の
緩
和
を
目
的
と
し
た
Ｂ
Ｏ
Ｉ（
タ
イ
投

資
委
員
会
）へ
の
申
請
は
不
要
で
あ
る
。し

か
し
、そ
の
他
の
恩
典
、例
え
ば
駐
在
員
の

ビ
ザ・ワ
ー
ク
パ
ー
ミ
ッ
ト
取
得
手
続
き
の

簡
素
化
、外
国
人
枠
の
確
保
な
ど
を
必
要

と
す
る
場
合
に
は
、想
定
す
る
機
能
に
応

じ
て
、Ｂ
Ｏ
Ｉ
か
ら
Ｉ
Ｂ
Ｃ（
国
際
ビ
ジ
ネ
ス

セ
ン
タ
ー
）や
、Ｔ
Ｉ
Ｓ
Ｏ（
貿
易
投
資
支
援

事
務
所
）、Ｉ
Ｐ
Ｏ（
国
際
調
達
事
務
所
）な

ど
の
認
可
を
取
得
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。　ま

た
税
務
恩
典
を
必
要
と
す
る
場
合

に
も
、要
件
を
満
た
せ
ば
、内
資
企
業
が
歳

入
局
か
ら
Ｉ
Ｂ
Ｃ
の
認
可
を
取
得
す
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。

２
．外
資
企
業
に
よ
る

　  地
域
統
括
機
能

　統
括
機
能
を
有
す
る
タ
イ
拠
点
が
、外

資
50
％
以
上
の「
外
資
企
業
」に
あ
た
る
場

合
は
外
資
規
制
の
適
用
対
象
と
な
る
た

め
、よ
り
精
緻
な
検
討
が
必
要
と
な
る
。広

く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
タ
イ
政
府
が「
製

造
」や「
輸
出
」と
み
な
す
一
部
の
事
業
を

除
き
、幅
広
い
事
業（
機
能
）が
外
資
規
制

の
対
象
と
な
る
。商
務
省
が「
サ
ー
ビ
ス
事

業
」と
み
な
す
事
業
等
に
つ
い
て
は
、た
と

え
グ
ル
ー
プ
会
社
向
け
に
限
定
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
も
、商
務
省
か
ら
の
許
可
等
が

な
け
れ
ば
原
則
と
し
て
実
施
で
き
な
い
と

さ
れ
て
い
る
。

　一
般
に
地
域
統
括
拠
点
が
持
つ
と
さ
れ

る
機
能
も
同
様
で
あ
る
。持
株
機
能（
株

主
と
し
て
国
内
外
の
グ
ル
ー
プ
会
社
へ
出

資
す
る
機
能
）こ
そ
規
制
対
象
に
な
ら
な

い
も
の
の
、グ
ル
ー
プ
会
社
向
け
の
サ
ー
ビ
ス

提
供
な
ど
の
大
部
分
は
サ
ー
ビ
ス
事
業
と

し
て
外
資
規
制
の
対
象
と
さ
れ
、商
務
省

か
ら
の
許
可
等
が
な
け
れ
ば
原
則
と
し
て

実
施
で
き
な
い
。

　こ
う
し
た
背
景
の
も
と
、外
資
企
業
が

地
域
統
括
機
能
を
行
使
す
る
た
め
の
具
体

的
な
手
段
は
、①
Ｂ
Ｏ
Ｉ
か
ら
認
可
を
取

得
す
る
、②
商
務
省
か
ら
許
可
を
取
得
す

る
、③
外
資
規
制
対
象
外
の
機
能
だ
け
を

行
使
す
る
、の
3
つ
で
あ
る
。

① 

B
O
I
か
ら
の
認
可
取
得

　地
域
統
括
機
能
に
関
す
る
Ｂ
Ｏ
Ｉ
の
奨

励
制
度
に
は
変
遷
が
あ
る
が
、21
年
初
時

点
で
申
請
が
可
能
な
の
が
、主
に
Ｉ
Ｂ
Ｃ
、

Ｔ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
、Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
3
種
類
で
あ
る
。い
ず

れ
も
実
施
可
能
な
事
業（
機
能
）は
そ
れ

ぞ
れ
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、自
社
が
想
定

す
る
地
域
統
括
機
能
を
包
含
す
る
も
の
を

選
択
す
る
こ
と
に
な
る
。

　Ｂ
Ｏ
Ｉ
か
ら
認
可
を
取
得
し
た
上
で
、

商
務
省
か
ら「
Ｆ
Ｂ
Ｃ（
外
国
人
事
業
証

明
証
）」の
発
行
を
受
け
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

② 

商
務
省
か
ら
の
許
可
取
得

　想
定
す
る
機
能
が
B
O
I
の
制
度
に
該

当
し
な
い
場
合
や
、要
件
を
満
た
せ
な
い
場

合
に
次
善
の
策
と
し
て
検
討
さ
れ
る
の
が
、

商
務
省
か
ら
外
資
規
制
緩
和
の
許
可
を

直
接
受
け
る
、い
わ
ゆ
る「
Ｆ
Ｂ
Ｌ（
外
国
人

事
業
許
可
証
）」で
あ
る
。

　あ
く
ま
で
例
外
的
な
許
可
取
得
と
な
る

た
め
、一
般
的
に
許
可
取
得
の
ハ
ー
ド
ル
は
高

い
と
さ
れ
る
が
、一
方
で
、グ
ル
ー
プ
会
社
向

け
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
先
を
絞
っ
た
ケ
ー
ス
で

は
比
較
的
許
可
実
績
も
多
い
。

　た
だ
し
、こ
れ
ま
で
F
B
L
で
許
可
さ

れ
た
グ
ル
ー
プ
会
社
向
け
サ
ー
ビ
ス
は
、オ

フ
ィ
ス
ス
ペ
ー
ス
の
レ
ン
タ
ル
や
融
資
な
ど
が

大
多
数
を
占
め
る
。こ
れ
ら
は
次
の「
外
資

規
制
対
象
外
」に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

こ
と
か
ら
、今
後
F
B
L
の
取
得
が
有
効

と
な
る
の
は
、海
外
の
グ
ル
ー
プ
会
社
向
け

融
資
な
ど
、よ
り
限
定
的
に
な
っ
て
い
く
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。

③ 

外
資
規
制
対
象
外
の
機
能
行
使

　外
国
人
事
業
法
が
規
制
対
象
と
す
る

事
業
は
、13
年
以
降
こ
れ
ま
で
4
度
に
わ

た
り
、商
務
省
令
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
規
制

緩
和
が
進
ん
で
き
た
。

　と
は
い
え
第
３
号
ま
で
は
大
部
分
が
、他

の
官
庁
か
ら
も
所
管
さ
れ
て
い
た
事
業
の

重
複
を
解
消
し
た
と
い
う
側
面
し
か
な

く
、実
質
的
な
規
制
緩
和
と
は
言
え
な

か
っ
た
。19
年
6
月
に
公
布
さ
れ
た
第
4

号
で
は
地
域
統
括
拠
点
に
関
係
す
る
、他

の
官
庁
か
ら
規
制
を
受
け
な
い
機
能
も
規

制
緩
和
の
対
象
と
さ
れ
た
。

　つ
ま
り
、こ
れ
ま
で
は
許
認
可
な
し
に
統

括
機
能
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、タ
イ
資

本
と
の
合
弁
に
よ
っ
て
内
資
企
業
と
す
る

し
か
選
択
肢
が
な
か
っ
た
の
が
、現
在
で
は

外
資
企
業
と
し
て
、か
つ
許
認
可
な
し
で
も

一
部
の
統
括
機
能
を
行
使
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
た
、と
評
価
さ
れ
て
い
る
。し
か

し
実
務
上
は
な
お
厳
し
い
の
が
実
態
で
あ

る
。商
務
省
の
解
釈
に
基
づ
き
、次
章
で
詳

細
を
紹
介
し
た
い
。

第
２
部

事
業
再
編
と
地
域
統
括
機
能

企業名 公表時期 実施時期 移管した機能（各社発表に基づく） 備考

日清食品 2020年10月 2021年３月まで 「NFA（シンガポール）が保有するタイRHQ-Asia以外の
全ての事業会社株式をタイRHQ-Asiaへ現物出資」 シンガポールの地域統括拠点設立は2011年

神戸製鋼所 2020年３月 2020年５月 「東南アジア地域の電機・OA機器メーカー様向けを中心と
する鋼材の営業支援や技術サービス活動」 シンガポール拠点は閉鎖

三菱ケミカル 2020年２月 2020年４月 「アジア・パシフィック地域における地域統括機能」 －

日新製鋼
（現：日本製鉄）

2018年８月 2018年９月 「アセアン地区における事業統括機能や
市場開発、販売機能等」 －

日産自動車 2011年７月 2011年７月 「地域マーケティング・販売機能」 シンガポールの地域統括拠点設立は2005年

1. タイ資本（内資）企業 

2・ 

外
資
企
業

商務省の許認可 BOIの奨励 他官庁（中銀等）の許可

B-1. 
税務（歳入局）
恩典

B-2.
税務以外

（BOI）の恩典

不要

不要

要（FBC）

要（FBL）

① BOI認可取得の場合

② 商務省の許可（FBL）取得の場合

③ 外資規制対象外の機能行使の場合

不要

不要

不要

要 想定する
機能によって

要

要件を
満たせば
申請可

要件を
満たせば
申請可

原則として
該当しない

原則として
該当しない

A-1. 
外資規制への対応

A-2. 
事業規制への対応

A. 規制対応の要否 B. 恩典の申請可能性

シンガポールからタイへ地域統括機能を移管した主な事例図表 1

統括機能に関する許認可取得
要否と資本構成の関係

図表2

（出所）各種資料よりMURC作成

（出所）各種資料よりMURC作成

コンサルティングレポート
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング

製造業の統括拠点として
好まれるタイ
https://www.murc.jp/report/rc/report/
global_report/global_210322/

事業や統括機能に応じて
選択されるシンガポール
https://www.murc.jp/report/rc/report/
global_report/global_210428/

第2部 ： 事業再編と地域統括機能

外
資
規
制
の
観
点
か
ら
見
た
地
域
統
括
機
能

３
．許
認
可
な
く
外
資
企
業
が

　 実
施
可
能
な
地
域
統
括
機
能
と
は

　外
資
規
制
の
緩
和
に
関
す
る
19
年
６
月

の
商
務
省
令
第
４
号
で
は
、グ
ル
ー
プ
会
社

の
定
義
と
し
て「
一
方
の
法
人
が
、も
う
一
方

の
法
人
の
株
式
の
25
％
以
上
を
保
有
す

る
」、ま
た
は「
一
方
の
法
人
の
株
式
の
25
％

以
上
を
保
有
す
る
株
主
が
、も
う
一
方
の
法

人
の
株
式
の
25
％
以
上
を
保
有
す
る
」な

ど
と
し
た
上
で
、商
務
省
か
ら
の
許
可
が

不
要
と
な
っ
た
グ
ル
ー
プ
会
社
向
け
事
業

（
機
能
）を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

⑴
 国
内
に
お
け
る
融
資

⑵
 電
気
・
水
道
な
ど
を
含
む
建
物
・
事

務
所
ス
ペ
ー
ス
の
レ
ン
タ
ル

⑶
 管
理
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
人
事
・

I
T
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
・コ
ン

サ
ル
テ
ィ
ン
グ

　外
国
人
事
業
法
の
解
釈
に
つ
い
て
商
務

省
は
月
に
数
件
程
度
と
多
く
は
な
い
も
の

の
、企
業
や
法
律
事
務
所
か
ら
受
け
た
照

会
と
回
答
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
開
し
て
い

る
。商
務
省
令
第
4
号
が
公
布
さ
れ
て
か

ら
こ
れ
ま
で
の
2
年
弱
で
、グ
ル
ー
プ
向
け

事
業
の
規
制
緩
和
に
関
す
る
照
会
件
数
は

既
に
20
件
弱
に
達
す
る
。

　左
表
で
は
、商
務
省
の
解
釈
の
う
ち
重

要
な
も
の
を
紹
介
し
、こ
の
省
令
で
認
め
ら

れ
る
統
括
機
能
の
範
囲
を
明
ら
か
に
す
る

ヒ
ン
ト
と
し
た
い
。

　外
資
企
業
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
持
つ
日
系

企
業
に
と
っ
て
、こ
れ
ま
で
も
国
内
グ
ル
ー

プ
会
社
向
け
融
資
の
ニ
ー
ズ
は
大
き
か
っ
た

こ
と
か
ら
も
、こ
の
規
制
緩
和
が
重
要
な

意
味
を
持
つ
こ
と
は
間
違
い
な
い
。た
だ

し
、地
域
統
括
機
能
の
観
点
か
ら
見
る
と
、

な
お
規
制
は
厳
し
い
と
判
断
せ
ざ
る
を
得

な
い
。

　タ
イ
拠
点
に
適
切
な
地
域
統
括
機
能
を

持
た
せ
る
た
め
に
は
、商
務
省
や
B
O
I
な

ど
、関
連
す
る
官
庁
に
よ
る
最
新
の
法
制
度

と
解
釈
を
把
握
し
、そ
れ
に
整
合
し
た
制

度
設
計
を
行
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
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　「
地
域
統
括
拠
点
」と
公
に
称
し
て
い
る

か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
、地
域
統
括
機
能

（
ま
た
は
、そ
の一
部
）を
タ
イ
拠
点
が
実
質

的
に
果
た
し
て
い
る
日
系
企
業
の
例
は
多

い
。こ
こ
で
は
資
本
構
成
の
観
点
か
ら
パ

タ
ー
ン
を
整
理
し
た
い
。

１
．タ
イ
資
本（
内
資
）企
業
に

     

よ
る
地
域
統
括
機
能

　統
括
機
能
を
有
す
る
タ
イ
拠
点
が
タ
イ

資
本
比
率
50
％
超
の
、い
わ
ゆ
る
外
国
人

事
業
法
上
の「
タ
イ
資
本（
内
資
）企
業
」

に
当
た
る
場
合
は
、基
本
的
に
外
資
規
制

に
つ
い
て
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
。た
だ
し
、

海
外
の
グ
ル
ー
プ
会
社
向
け
融
資
で
あ
れ

ば
、た
と
え
内
資
企
業
で
あ
っ
て
も
、タ
イ

中
銀
か
ら
も
許
可
を
取
得
す
る
必
要
が

あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
内
資
企
業
で
あ
る
た
め
外

資
規
制
は
適
用
さ
れ
な
く
て
も
、他
の
官

庁
に
よ
っ
て
事
業
規
制
を
受
け
る
機
能
も

あ
る
。そ
の
た
め
、統
括
拠
点
と
し
て
検
討

し
て
い
る
各
機
能
が
制
約
な
し
に
行
使
可

能
で
あ
る
か
ど
う
か
、あ
ら
か
じ
め
慎
重
に

確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　ま
た
、タ
イ
資
本
が
50
％
超
を
保
有
す

タイ事業再編

る
と
い
う
こ
と
は
、日
本
本
社
か
ら
の
直
接

の
出
資
が
50
％
未
満
に
留
ま
る
、と
い
う
こ

と
で
あ
る
。株
主
構
成
に
よ
っ
て
は
日
系
企

業
と
し
て
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
も
課
題
と
な
る
こ

と
に
加
え
、統
括
拠
点
か
ら
の
配
当
に
大

き
な
外
部
流
出
が
生
じ
る
た
め
、統
括
拠

点
に
将
来
蓄
積
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
利
益
の

活
用
方
法
に
つ
い
て
も
事
前
に
検
討
し
て

お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　な
お
内
資
企
業
で
あ
る
た
め
、外
資
規

制
の
緩
和
を
目
的
と
し
た
Ｂ
Ｏ
Ｉ（
タ
イ
投

資
委
員
会
）へ
の
申
請
は
不
要
で
あ
る
。し

か
し
、そ
の
他
の
恩
典
、例
え
ば
駐
在
員
の

ビ
ザ・ワ
ー
ク
パ
ー
ミ
ッ
ト
取
得
手
続
き
の

簡
素
化
、外
国
人
枠
の
確
保
な
ど
を
必
要

と
す
る
場
合
に
は
、想
定
す
る
機
能
に
応

じ
て
、Ｂ
Ｏ
Ｉ
か
ら
Ｉ
Ｂ
Ｃ（
国
際
ビ
ジ
ネ
ス

セ
ン
タ
ー
）や
、Ｔ
Ｉ
Ｓ
Ｏ（
貿
易
投
資
支
援

事
務
所
）、Ｉ
Ｐ
Ｏ（
国
際
調
達
事
務
所
）な

ど
の
認
可
を
取
得
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。　ま

た
税
務
恩
典
を
必
要
と
す
る
場
合

に
も
、要
件
を
満
た
せ
ば
、内
資
企
業
が
歳

入
局
か
ら
Ｉ
Ｂ
Ｃ
の
認
可
を
取
得
す
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。

２
．外
資
企
業
に
よ
る

　  地
域
統
括
機
能

　統
括
機
能
を
有
す
る
タ
イ
拠
点
が
、外

資
50
％
以
上
の「
外
資
企
業
」に
あ
た
る
場

合
は
外
資
規
制
の
適
用
対
象
と
な
る
た

め
、よ
り
精
緻
な
検
討
が
必
要
と
な
る
。広

く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
タ
イ
政
府
が「
製

造
」や「
輸
出
」と
み
な
す
一
部
の
事
業
を

除
き
、幅
広
い
事
業（
機
能
）が
外
資
規
制

の
対
象
と
な
る
。商
務
省
が「
サ
ー
ビ
ス
事

業
」と
み
な
す
事
業
等
に
つ
い
て
は
、た
と

え
グ
ル
ー
プ
会
社
向
け
に
限
定
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
も
、商
務
省
か
ら
の
許
可
等
が

な
け
れ
ば
原
則
と
し
て
実
施
で
き
な
い
と

さ
れ
て
い
る
。

　一
般
に
地
域
統
括
拠
点
が
持
つ
と
さ
れ

る
機
能
も
同
様
で
あ
る
。持
株
機
能（
株

主
と
し
て
国
内
外
の
グ
ル
ー
プ
会
社
へ
出

資
す
る
機
能
）こ
そ
規
制
対
象
に
な
ら
な

い
も
の
の
、グ
ル
ー
プ
会
社
向
け
の
サ
ー
ビ
ス

提
供
な
ど
の
大
部
分
は
サ
ー
ビ
ス
事
業
と

し
て
外
資
規
制
の
対
象
と
さ
れ
、商
務
省

か
ら
の
許
可
等
が
な
け
れ
ば
原
則
と
し
て

実
施
で
き
な
い
。

　こ
う
し
た
背
景
の
も
と
、外
資
企
業
が

地
域
統
括
機
能
を
行
使
す
る
た
め
の
具
体

的
な
手
段
は
、①
Ｂ
Ｏ
Ｉ
か
ら
認
可
を
取

得
す
る
、②
商
務
省
か
ら
許
可
を
取
得
す

る
、③
外
資
規
制
対
象
外
の
機
能
だ
け
を

行
使
す
る
、の
3
つ
で
あ
る
。

① 

B
O
I
か
ら
の
認
可
取
得

　地
域
統
括
機
能
に
関
す
る
Ｂ
Ｏ
Ｉ
の
奨

励
制
度
に
は
変
遷
が
あ
る
が
、21
年
初
時

点
で
申
請
が
可
能
な
の
が
、主
に
Ｉ
Ｂ
Ｃ
、

Ｔ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
、Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
3
種
類
で
あ
る
。い
ず

れ
も
実
施
可
能
な
事
業（
機
能
）は
そ
れ

ぞ
れ
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、自
社
が
想
定

す
る
地
域
統
括
機
能
を
包
含
す
る
も
の
を

選
択
す
る
こ
と
に
な
る
。

　Ｂ
Ｏ
Ｉ
か
ら
認
可
を
取
得
し
た
上
で
、

商
務
省
か
ら「
Ｆ
Ｂ
Ｃ（
外
国
人
事
業
証

明
証
）」の
発
行
を
受
け
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

② 

商
務
省
か
ら
の
許
可
取
得

　想
定
す
る
機
能
が
B
O
I
の
制
度
に
該

当
し
な
い
場
合
や
、要
件
を
満
た
せ
な
い
場

合
に
次
善
の
策
と
し
て
検
討
さ
れ
る
の
が
、

商
務
省
か
ら
外
資
規
制
緩
和
の
許
可
を

直
接
受
け
る
、い
わ
ゆ
る「
Ｆ
Ｂ
Ｌ（
外
国
人

事
業
許
可
証
）」で
あ
る
。

　あ
く
ま
で
例
外
的
な
許
可
取
得
と
な
る

た
め
、一
般
的
に
許
可
取
得
の
ハ
ー
ド
ル
は
高

い
と
さ
れ
る
が
、一
方
で
、グ
ル
ー
プ
会
社
向

け
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
先
を
絞
っ
た
ケ
ー
ス
で

は
比
較
的
許
可
実
績
も
多
い
。

　た
だ
し
、こ
れ
ま
で
F
B
L
で
許
可
さ

れ
た
グ
ル
ー
プ
会
社
向
け
サ
ー
ビ
ス
は
、オ

フ
ィ
ス
ス
ペ
ー
ス
の
レ
ン
タ
ル
や
融
資
な
ど
が

大
多
数
を
占
め
る
。こ
れ
ら
は
次
の「
外
資

規
制
対
象
外
」に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

こ
と
か
ら
、今
後
F
B
L
の
取
得
が
有
効

と
な
る
の
は
、海
外
の
グ
ル
ー
プ
会
社
向
け

融
資
な
ど
、よ
り
限
定
的
に
な
っ
て
い
く
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。

③ 

外
資
規
制
対
象
外
の
機
能
行
使

　外
国
人
事
業
法
が
規
制
対
象
と
す
る

事
業
は
、13
年
以
降
こ
れ
ま
で
4
度
に
わ

た
り
、商
務
省
令
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
規
制

緩
和
が
進
ん
で
き
た
。

　と
は
い
え
第
３
号
ま
で
は
大
部
分
が
、他

の
官
庁
か
ら
も
所
管
さ
れ
て
い
た
事
業
の

重
複
を
解
消
し
た
と
い
う
側
面
し
か
な

く
、実
質
的
な
規
制
緩
和
と
は
言
え
な

か
っ
た
。19
年
6
月
に
公
布
さ
れ
た
第
4

号
で
は
地
域
統
括
拠
点
に
関
係
す
る
、他

の
官
庁
か
ら
規
制
を
受
け
な
い
機
能
も
規

制
緩
和
の
対
象
と
さ
れ
た
。

　つ
ま
り
、こ
れ
ま
で
は
許
認
可
な
し
に
統

括
機
能
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、タ
イ
資

本
と
の
合
弁
に
よ
っ
て
内
資
企
業
と
す
る

し
か
選
択
肢
が
な
か
っ
た
の
が
、現
在
で
は

外
資
企
業
と
し
て
、か
つ
許
認
可
な
し
で
も

一
部
の
統
括
機
能
を
行
使
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
た
、と
評
価
さ
れ
て
い
る
。し
か

し
実
務
上
は
な
お
厳
し
い
の
が
実
態
で
あ

る
。商
務
省
の
解
釈
に
基
づ
き
、次
章
で
詳

細
を
紹
介
し
た
い
。

（１）  国内における融資
【案件番号】　2019年11月　No.2
【案件概要】　外資企業である自社は、A社・B社・C社・D社で構成されるグ
ループ会社間での融資管理（inter-company cash pooling）を進めるため
に、マスターアカウント（MURC注：グループ会社間で利用する「統括口座」を
指すと考えられる）の役割を担うことを検討しており、自社は4社いずれとも貸
し手・借り手の両方の関係となる。自社は４社に対して許可なしで融資を行う
ことはできるか
【商務省の判断】　商務省令第4号に照らして、グループ会社に該当するA
社・B社・C社に対しては、許可なしで融資を行うことができるが、グループ会社
に該当しないD社に対しては、許可なしで融資を行うことはできない。また、「グ
ループ会社間での融資管理（inter-company cash pooling）を進めるために、
マスターアカウントの役割を担うこと」は、外資規制を受ける「その他サービス
業」に該当し、許可なしで行うことはできない

【案件番号】　2020年9月　No.2
【案件概要】　外資企業である4社は、同じ外国企
業が最大株主である。4社は、外国銀行のタイ国内
支店をキャッシュプーリングの管理者として、相互に
融資を行うことを検討しているが、このキャッシュ
プーリングを許可なしで行うことはできるか
【商務省の判断】　許可なしで行うことができる融
資には、財務センターとしての役割を含んでいない。
これは外資規制を受ける事業に該当し、許可なしで
行うことはできない

（２） 電気・水道などを含む建物・事務所スペースのレンタル
【案件番号】　2019年9月　No.1
【案件概要】　建物・事務所スペースのサブリースは、許可不要
の事業に該当するか
【商務省の判断】　建物・事務所スペースのサブリースは、この省
令が定める許可不要の事業には該当しない

【案件番号】　2020年11月　No.1
【案件概要】　許可不要のスペースのレンタルについての照会
【商務省の判断】　この省令が定める「電気・水道などを含む建
物・事務所スペースのレンタル」の範囲に、倉庫のレンタルは含ま
ない

（３） 管理・マーケティング・人事・ITに関するアドバイス・コンサルティング
【案件番号】　2020年7月　No.2
【案件概要】　外資企業である自社は海外の親会社A社に対し
て、マーケティングに関するアドバイス・コンサルティングをバックオ
フィスの形で提供することを検討している。これは許可不要の事
業に該当するか
【商務省の判断】　この省令が定める許可不要のマーケティング
に関するアドバイス・コンサルティング事業とは、マーケティングに関
するアドバイス・コンサルティング事業であって、バックオフィスとして
マーケティングに関するサービス提供等を行うことを含まない

【案件番号】　2020年8月　No.1
【案件概要】　自社は外資企業への転換を計画しており、人事・
経理・IT・一般管理に関するサービスをグループ企業に対して提
供しようと検討している。サービス提供のために自社から人員を
派遣し、グループ会社からサービス料を徴収する。これは許可不
要の事業に該当するか
【商務省の判断】　人事・経理・IT・一般管理に関するサービスを
グループ企業に対して提供することは、外資規制を受ける事業に
該当し、許可なしで行うことはできない

■ 商務省が公開した外国人事業法の解釈

第2部 ： 事業再編と地域統括機能

３
．許
認
可
な
く
外
資
企
業
が

　 実
施
可
能
な
地
域
統
括
機
能
と
は

　外
資
規
制
の
緩
和
に
関
す
る
19
年
６
月

の
商
務
省
令
第
４
号
で
は
、グ
ル
ー
プ
会
社

の
定
義
と
し
て「
一
方
の
法
人
が
、も
う
一
方

の
法
人
の
株
式
の
25
％
以
上
を
保
有
す

る
」、ま
た
は「
一
方
の
法
人
の
株
式
の
25
％

以
上
を
保
有
す
る
株
主
が
、も
う
一
方
の
法

人
の
株
式
の
25
％
以
上
を
保
有
す
る
」な

ど
と
し
た
上
で
、商
務
省
か
ら
の
許
可
が

不
要
と
な
っ
た
グ
ル
ー
プ
会
社
向
け
事
業

（
機
能
）を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

⑴
 国
内
に
お
け
る
融
資

⑵
 電
気
・
水
道
な
ど
を
含
む
建
物
・
事

務
所
ス
ペ
ー
ス
の
レ
ン
タ
ル

⑶
 管
理
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
人
事
・

I
T
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
・コ
ン

サ
ル
テ
ィ
ン
グ

　外
国
人
事
業
法
の
解
釈
に
つ
い
て
商
務

省
は
月
に
数
件
程
度
と
多
く
は
な
い
も
の

の
、企
業
や
法
律
事
務
所
か
ら
受
け
た
照

会
と
回
答
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
開
し
て
い

る
。商
務
省
令
第
4
号
が
公
布
さ
れ
て
か

ら
こ
れ
ま
で
の
2
年
弱
で
、グ
ル
ー
プ
向
け

事
業
の
規
制
緩
和
に
関
す
る
照
会
件
数
は

既
に
20
件
弱
に
達
す
る
。

　左
表
で
は
、商
務
省
の
解
釈
の
う
ち
重

要
な
も
の
を
紹
介
し
、こ
の
省
令
で
認
め
ら

　これら2件はいずれも同一の企業グループからの照会と推測されるが、商務省の判断によればグループ内での管理であろう
が、金融機関への委託であろうが、キャッシュプーリングそのものが規制緩和の対象とはなっていない。商務省の許可が不要な
国内グループ会社向け融資とは、単純な融資のみを指すものであり、キャッシュプーリングのような高度な仕組みまでを想定し
ているものではないと解される。従って、キャッシュプーリングを行いたい外資企業は、ＢＯＩのＩＢＣに含まれるＴＣ（財務セン
ター）の認可取得が必要と考えられる。

　商務省の判断によれば、商務省の許可が不要となる建物・事務所スペースのレンタルとは、自社が所有する物件についての
みであって、自社が所有しない賃貸物件については、グループ会社向けであってもサブリースは外資規制緩和の対象とならず、
商務省の許可（FBL）が必要と解される。また、レンタルができるのはオフィススペースに限られ、倉庫は含まれない。工場や作
業場などについては言及されていないが、厳格な解釈が行われていることから、倉庫と同様、工場なども規制緩和の対象とは
解されない可能性が高いと推測される。倉庫や工場をグループ会社に対してレンタルしたいと考える外資企業は、ＦＢＬを取得
するか、ＢＯＩのＴＩＳＯに工場や倉庫のレンタルも含めて認可取得するなどの検討が必要となろう。

　商務省の許可が不要なグループ会社向けの管理系業務は、額面通りのアドバイス・コンサルティングに留まるものであるようだ。
シェアードサービスとしてバックオフィス業務を集約するようなレベルはもちろん、実質的に何らかの作業を伴うようなサービスも規
制緩和対象として想定されていないと解される。こうした業務を検討するのであれば、やはりFBLか（ただし実例は少ない）、BOIから
IBCやTISOを取得することが必要となる。

れ
る
統
括
機
能
の
範
囲
を
明
ら
か
に
す
る

ヒ
ン
ト
と
し
た
い
。

　外
資
企
業
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
持
つ
日
系

企
業
に
と
っ
て
、こ
れ
ま
で
も
国
内
グ
ル
ー

プ
会
社
向
け
融
資
の
ニ
ー
ズ
は
大
き
か
っ
た

こ
と
か
ら
も
、こ
の
規
制
緩
和
が
重
要
な

意
味
を
持
つ
こ
と
は
間
違
い
な
い
。た
だ

し
、地
域
統
括
機
能
の
観
点
か
ら
見
る
と
、

な
お
規
制
は
厳
し
い
と
判
断
せ
ざ
る
を
得

な
い
。

　タ
イ
拠
点
に
適
切
な
地
域
統
括
機
能
を

持
た
せ
る
た
め
に
は
、商
務
省
や
B
O
I
な

ど
、関
連
す
る
官
庁
に
よ
る
最
新
の
法
制
度

と
解
釈
を
把
握
し
、そ
れ
に
整
合
し
た
制

度
設
計
を
行
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
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